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国
民
の
み
な
さ
ん
に
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
も

ら
い
、
被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、
有
罪
の
場
合
ど
の
よ
う
な
刑

に
す
る
か
を
裁
判
官
と
一
緒
に
決
め
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

国
民
が
裁
判
に
参
加
す
る
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、

ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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法
律
の
専
門
家
で
は
な
い
国
民
の
み
な
さ
ん
が
刑
事
裁
判
に
参

加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
が
身
近
で
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な

り
、
司
法
に
対
す
る
信
頼
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。
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「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
」
の
公
布
の

日
（
平
成
１６
年
５
月
２８
日
）
か
ら
５
年
以
内
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
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２０
歳
以
上
の
国
民
の
み
な
さ
ん
の
中
か
ら
、
抽
選
で
候
補
者
を

選
び
ま
す
。
実
際
に
裁
判
員
に
な
る
の
は
、
こ
の
候
補
者
の
中
か

ら
、
事
件
ご
と
に
選
任
の
た
め
の
手
続
に
よ
り
選
ば
れ
た
人
た
ち

で
す
。
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裁
判
官
３
人
と
裁
判
員
６
人
が
一
組
と
な
り
、
法
廷
で
検
察
官

の
主
張
や
被
告
人
・
弁
護
人
の
主
張
、
証
拠
の
内
容
を
見
聞
き
し

た
う
え
で
、
被
告
人
が
有
罪
か
ど
う
か
、
ま
た
有
罪
で
あ
る
と
し

た
ら
、
ど
の
よ
う
な
刑
が
適
当
か
を
議
論
し
て
決
め
ま
す
。
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殺
人
罪
、
強
盗
致
死
傷
罪
、
放
火
罪
な
ど
の
重
大
事
件
で
す
。
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多
く
の
裁
判
は
、
数
日
間
で
終
わ
り
ま
す
。
裁
判
所
と
し
て
も

充
実
し
た
裁
判
を
行
い
、
国
民
の
み
な
さ
ん
の
負
担
を
軽
く
す
る

よ
う
に
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

�

5
 
6
7
&
8
�
�
�
4
�
!
9
:
;
<
�
�



�

裁
判
員
の
仕
事
を
し
て
い
た
だ
く
の
に
必
要
な
知
識
、
例
え
ば
、

裁
判
員
の
権
限
や
、
刑
事
裁
判
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
、
法
律
の
内

容
な
ど
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
て
い
ね
い
に
分
か
り
や
す
く
説

明
し
ま
す
の
で
、
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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広
く
国
民
の
み
な
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
の
で
、

基
本
的
に
辞
退
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
学

生
や
７０
歳
以
上
の
方
は
辞
退
で
き
ま
す
し
、
病
気
や
介
護
な
ど
の

事
情
で
裁
判
所
に
来
る
こ
と
が
難
し
い
と
認
め
ら
れ
た
方
も
、
辞

退
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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旅
費
や
日
当
な
ど
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
法
律
に
よ
っ
て
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
時

間
は
職
場
を
離
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雇
用

主
は
、
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
た
め
に
休
暇
を
と
っ
た
こ
と
な
ど

を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

＊
詳
し
く
は
、
裁
判
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http
://w
w
w
.courts.go.

jp/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

松
山
地
方
裁
判
所
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■■■ 和楽園嘱託職員募集 ■■■
嘱託職員（管理宿直）

養護老人ホーム和楽園の管理宿直業務

２～３名

１８歳以上６５歳未満の人（昭和１４年４月２日から昭和６１年４月１日までに生まれた人）

平成１６年１０月１日から平成１７年３月３１日まで

１８時３０分から翌日８時００分まで

宿直１回につき４，２００円（ただし、１２月２９日から１月３日までの間については８，４００円）

９月１日（水）から９月１４日（火）までの執務時間中（８時３０分から１７時１５分まで）

口述試験

試験日については本人に別途通知します。

和楽園 面接室

履歴書（市販のもので可）を募集期間内に和楽園に提出してください。

養護老人ホーム和楽園（松前町大溝９６番地１） �９８４－１２６５

募 集 職 種

業 務 内 容

募 集 人 員

年 齢 要 件

任用予定期間

勤 務 時 間

報 酬 額

募 集 期 間

試 験 方 法

試 験 日

試 験 場 所

申込手続き

問い合わせ
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